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介護予防・日常生活支援総合事業 

訪問型サービス（第１号訪問事業）重要事項説明書 

（青山ヘルパーステーション） 

 

１ 事業者 

事業者（法人）の名称 社会福祉法人いわみ福祉会 

主たる事務所の所在地 島根県浜田市金城町七条ハ５５９番地２ 

代表者（職名・氏名） 理事長 室崎富恵 

設 立 年 月 日 昭和４８年９月１１日 

電 話 番 号 ０８５５－４２－００９１ 

 

２ 事業所の概要 

ご利用事業所の名称 青山ヘルパーステーション 

サ ー ビ ス の 種 類 

浜田地区広域行政組合介護予防・日常生活支援総合事業 

訪問型サービス(第１号訪問事業) 介護予防訪問介護(従来型) 

訪問型サービス(第１号訪問事業) 訪問型サービスＡ(緩和型) 

事 業 所 の 所 在 地 島根県江津市二宮町神主１９５４番地３１ 

電 話 番 号 ０８５５－５４－３１４０ 

指定年月日・事業所番号 平成２９年４月１日指定 ３２７０６００１３７ 

事 業 の 実 施 地 域 江津市（桜江町を除く） 

 

３ 事業の目的と運営の方針 

事業の目的 

 要介護または要支援状態等にある利用者が、可能な限り、その居宅におい

て安心して日常生活を過ごすことができるよう、利用者の生活機能の維持又

は向上を目指し、介護予防サービスまたは浜田地区広域行政組合介護予防・

日常生活支援総合事業 訪問型サービス（第1号訪問事業）を提供する。 

運営の方針 

 当事業所の従事者は、利用者の意見及び人格を尊重し、常に利用者の立

場に立った浜田地区広域行政組合介護予防・日常生活支援総合事業 訪問型

サービス（第1号訪問事業）の提供にあたり、関係市町村、地域包括支援セ

ンター、居宅介護支援事業所、その他地域の保健・医療・福祉サービスとの

綿密な連携を図りながら、目標を設定し、計画的に実行する。提供するサー

ビスについては、常にその質の評価を行い、改善を図るものとする。 

 

４ 営業日時 

営 業 日 年中無休 

営業時間  午前８時３０分から午後５時３０分まで 

サービス 

提供時間 

 午前６時００分から午後８時００分まで。但し、利用者等の必要に

応じて営業時間外のサービス提供（２４時間の対応）も可能とする。 
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５ 職員の配置状況 

(1) 介護予防訪問介護（従来型） 

職 種 勤務の形態 人数 

管理者 
事業所の従業者の管理及び業務の管理を一体的に行

う。 

１名 

（常勤兼務） 

サービス 

提供責任者 

利用申し込みに係る調整、訪問介護員等に対する技

術指導、介護予防訪問介護計画の作成等を行う。 

２名 

（常勤兼務） 

訪問介護員 介護予防訪問介護の提供にあたる。 

７名 

（常勤兼務2名、 

非常勤兼務5名） 

(2) 訪問型サービスＡ（緩和型） 

職 種 勤務の形態 人数 

管理者 
事業所の従業者の管理及び業務の管理を一体的に行

う。 

１名 

（常勤兼務） 

サービス 

提供責任者 

利用申し込みに係る調整、従事者等に対する技術指

導、訪問型サービスＡ計画の作成等を行う。 

2名 

（常勤兼務） 

訪問介護員 訪問型サービスＡ（緩和型）の提供にあたる。 

７名 

（常勤兼務2名、 

非常勤兼務7名） 

 

６ 提供するサービスの内容  

(1) 介護予防訪問介護（従来型）のサービス内容 

項 目 内 容 

身体介護 

利用者の身体に直接接触して行う介助や日常生活を営むのに必要な
機能を高めるための介助や専門的な援助。 

例）起床介助、就寝介助、排泄介助、身体整容、食事介助、 
更衣介助、清拭(せいしき)、入浴介助、体位交換、服薬介助、
通院･外出介助など 

生活援助 
家事を行うことが困難な利用者等に対する家事の援助。 

例）調理、洗濯、掃除、買い物、薬の受取り、衣服の整理など 

(2) 訪問型サービスＡ（緩和型）のサービス内容 

項 目 内 容 

生活援助 
家事を行うことが困難な利用者等に対する家事の援助。 

例）調理、洗濯、掃除、買い物、薬の受取り、衣服の整理など 
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８ 利用料 

 サービスを利用した場合の料金は、以下の基本部分、加算及びその他費用の合計の額となり

ます。お支払いいただく「利用者負担金」は、原則として負担割合証に応じた基本利用料の 1

割又は 2 割の額です。ただし、介護保険の支給限度額を超えてサービスを利用する場合、超え

た額の全額をご負担いただきます。 

 

(1) 介護予防訪問介護（従来型）の利用料金 （1 単位＝10円） 

 

ア 基本部分 

利用者の要介護度 
利用料金 

(1月につき) 

利用者負担 

(1割) 

利用者負担 

(2割) 

 利用者負担 

 (3割) 

事業対象者・要支援 1・2 

 （月額：週１回程度） 
１１，７６０円 １，１７６円 ２，３５２円 ３，５２８円 

事業対象者・要支援 1・2 

 （月額：週２回程度） 
２３，４９０円 ２，３４９円 ４，６９８円 ７，０４７円 

事業対象者・要支援 2 

 （月額:週２回以上） 
３７，２７０円 ３，７２７円 ７，４５４円 １１，１８１円 

  

イ 加算部分 

サービス名称 
利用料金 

(1月につき) 

利用者負担 

(1割) 

利用者負担 

(2割) 

利用者負担 

(3割) 

初回加算 ２，０００円 ２００円 ４００円 ６００円 

介護職員処遇改善加算Ⅰ 1 月の所定単位数の 13.7％ 

介護職員等特別処遇改善加算Ⅱ 1 月の所定単位数の 4.2％ 

介護職員等ベースアップ等支援加算  基本料金に各種加算を加えた総単位数の 2.4％（利用者負担割合額あり）

利用料 基本単位×10 円 

 

(2) 訪問型サービスＡ（緩和型）の利用料金 

 

 ア 基本部分 

サービス名称 
利用料金 

(1回あたり) 

利用者負担 

(1割) 

利用者負担 

(2割) 

利用者負担 

(3割) 

訪問型サービスＡⅠ 

45分以上 60分未満 
２，２５０円 ２２５円 ４５４円 ６８１円 

訪問型サービスＡⅡ 

  20分以上 45分未満 
１，８３０円 １８３円 ３６６円 ５４９円 

 

イ 加算部分 

サービス名称 
利用料金 

(1回あたり) 

利用者負担 

(1割) 

利用者負担 

(2割) 

利用者負担 

(3割) 

初回加算 ２，０００円 ２００円 ４００円 ６００円 

 

※介護職員等処遇改善加算は算定いたしません。 

 



   

 4 / 6 

 

(3) 支払い方法 

 上記(1)の利用料（利用者負担分の金額）は、１ヶ月ごとに計算しご請求いたしますので、

翌月までに次のいずれかの方法によりお支払いください。 

 なお、利用者負担金の受領に関わる領収書等については、入金確認後に発行しお渡しいた

します。 

支払い方法 支払い要件等 

口座引き落とし 
ご登録いただいた預金口座より、利用料を引き落させていただきます。 

なお、引き落とし日はサービス利用月の翌々月の４日となります。 

銀行振り込み 

金融機関名：山陰合同銀行 都野津出張所 

種別：普通 

口座番号：２２０８３７７ 

名義：社会福祉法人いわみ福祉会（ｼｬｶｲﾌｸｼﾎｳｼﾞﾝｲﾜﾐﾌｸｼｶｲ） 

現金払い 窓口にてお支払いください。 

 

９ 緊急時における対応方法 

サービス提供中に利用者の体調や容体の急変、その他の緊急事態が生じたときは、速やか

に下記の主治医及び家族等へ連絡を行う等、必要な措置を講じます。 

 

１０ 事故発生時の対応 

 サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、担当の地域包括支

援センターへ連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

 

１１ 非常災害対策  

事業者は、非常災害その他緊急の事態に備え、必要な設備を備えるとともに、常に関係機関

と連絡を密にし、とるべき措置についてあらかじめ防災計画を作成し、防災計画に基づき、従

業者等の訓練を行います。 

 

１２ 虐待防止の措置について 

（1）虐待の発生又はその再発を防止するため、次に揚げる措置を講じます。 

①事業所のおける虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、

その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図ります。 

②事業所における虐待の防止のための指針を整備します。 

③訪問介護員等に対し、虐待の防止のための研修を提起的(年１回以上)に実施します。 

④虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者を配置します。 

 

○虐待防止に関する責任者 

   氏  名 ： 桑原
くわばら

 文
ふみ

寿
とし

   [職名] 施設長 

○高齢者虐待に関する相談・通報・お問い合わせなど 

江津市 

江津市地域包括支援センター 

 所 在 地 江津市江津町 1016 番地 37 

済生会江津総合病院１階 

 電話番号 ０８５５－５２－７４８８ 

 受付時間 ８：３０～１７：１５（土・日・祝日を除く） 
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１３ 事業持続計画（BCP）について 

  感染症や災害が発生した場合でも、利用者が継続して訪問介護事業が提供できるよう、

事業継続計画を策定するとともに、その計画に従い必要な研修及び訓練を実施いたします。 

 

１４ 衛生管理 

（1）訪問介護員等の清潔保持及び健康状態について必要な管理を行います。 

  ※従業者が感染源となることを予防し、また従業者を感染の危機から守るため、使い捨

ての手袋等感染を予防するための備品等を備えるなどの対策を講じます。 

（2）事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。 

（3）事業所において感染が発生し、又はまん延しないように次の措置を講じます。 

①感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとと

もに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図ります。 

②事業所における感染症の予防及びまん延のための指針を整備します。 

③訪問介護員等に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に

実施します。 

 

１５ 苦情相談窓口 

(1) サービス提供に関する苦情や相談は、当事業所の下記の窓口でお受けします。 

苦情受付窓口 

氏名：布施 浩子（管理者・サービス提供責任者） 

氏名：佐々木 聖子（サービス提供責任者） 

受付時間：午前８時３０分から午後５時３０分まで（月～金曜日） 

連絡先（電話）：０８５５－５４－３１４０ 

苦情解決責任者 
氏名:桑原 文寿（施設長） 

連絡先（電話）：０８５５－５４－３１００ 

第三者委員 

氏名：佐々木康子 連絡先（電話）：０８５５－５３－０１６４ 

氏名：川島 幸雄 連絡先（電話）：０８５５－５２－５６９５ 

氏名：土崎 一雄 連絡先（電話）：０８５５－５３－４６２５ 

 

(2) サービス提供に関する苦情や相談は、下記の機関にも申し立てることができます。 

機関名 所在地、電話番号、受付時間 

国民健康保険団体連合会 

介護サービス苦情相談窓口 

所在地：松江市学園１丁目７番１４号 

電話番号：０８５２－２１－２８１１ 

受付時間：午前９時から午後５時まで（土・日・祝日除く） 

 島根県運営適正化委員会 

所在地：松江市東津田町１７４１番地３ 

電話番号：０８５２－３２－５９１３ 

受付時間：午前９時から午後５時まで（土・日・祝日除く） 

 浜田地区広域行政組合 

 介護保険課 

所在地：浜田市殿町１番地 

電話番号：０８５５－２５－１５２０ 

受付時間：午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（土・日・祝日除く） 

 江津市 

 健康医療対策課 

所在地：江津市江津町１０１６番地４ 

電話番号：０８５５－５２－２５０２ 

受付時間：午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（土・日・祝日除く） 
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１６ サービスの利用にあたっての留意事項 

 サービスのご利用にあたってご留意いただきたいことは、以下のとおりです。 

(1) 定められた業務以外の禁止 

 契約者は、「６ 提供するサービスの内容」で定められたサービス以外の業務を事業者に

依頼することはできません。 

(2) 介護予防サービスまたは浜田地区広域行政組合介護予防・日常生活支援総合事業 訪問

型サービス（第 1号訪問事業）の実施に関する指示・命令 

 サービス実施に関する指示・命令は全て事業者が行います。但し、従業者はサービスの実

施にあたって、契約者の事情・意向等に十分配慮するものとします。 

(3) 備品等の使用 

  サービス実施のために必要な備品等（水道・ガス・電気を含む）は無償で使用させていた

だきます。訪問介護員等が事業所に連絡する場合の電話等も使用させていただきます。 

 

 

 

 

 

   令和    年    月    日 

 
 
事業者は、利用者へのサービス提供開始にあたり、上記のとおり重要事項を説明しました。 

事 業 者  所在地  島根県浜田市金城町七条ハ５５９番地２ 

事業者名 社会福祉法人いわみ福祉会 

代表者職・氏名  理事長 室 崎 富 恵  印 

 

説明者職・氏名               印 

 

私は、事業者より上記の重要事項について説明を受け、同意しました。 
 

        利 用 者  住 所                     

 

氏 名                      印 
 
 
 

代 理 人  住 所                     

本人との続柄 

氏 名                    印 
 


